
京 都 大 学 大 学 院 生 命 科 学 研 究 科 の 組 織 に 関 す る 規 程 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

（前 略） 

 （専攻及び講座） 

第５条 生命科学研究科の専攻及び講座は、次に掲

げるとおりとする。 

  統合生命科学専攻 遺伝機構学講座、多細胞体 

構築学講座、細胞全能性発現学講座、応用生物

機構学講座、環境応答制御学講座 

  高次生命科学専攻 認知情報学講座、体制統御学

講座、高次応答制御学講座、高次生体統御学講

座、生命科学教育学・遺伝学講座 

 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務組織） 

第６条  

（内部組織） 

第７条  

   

 

 （専攻及び講座） 

第５条  

 

 

 

 

高次生命科学専攻 認知情報学講座、体制統御学

講座、高次応答制御学講座、高次生体統御学講

座、生命科学教育学・遺伝学講座、システム生

物学講座、ゲノム生物学講座 

２ （同 左） 

 （附属教育研究組織） 

第６条 生命科学研究科に、次に掲げる附属の教育

研究施設を置く。 

放射線生物研究センター 

生命動態研究センター 

２ 附属の教育研究施設のうち、放射線生物研究セ

ンターは、国立大学の教員その他の者で当該セン

ターの目的たる研究と同一の分野の研究に従事す

るものに利用させるものとする。 

３ 附属の教育研究施設に長を置き、生命科学研究

科の専任の教授をもって充てる。 

４ 附属の教育研究施設の長の任期は２年とし、再

任を妨げない。ただし、補欠の附属の教育研究施

設の長の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 附属の教育研究施設の長は、当該教育研究施設

の業務をつかさどる。 

（事務組織） 

第７条  

（内部組織） 

第８条  

 

附 則 

１ この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に任命する放射線生物研

究センター長の任期は、改正後の第６条第４項本

文の規定にかかわらず、平成３１年３月３１日ま

でとする。 

３ 京都大学放射線生物研究センター規程（平成

１６年達示第４７号）は、廃止する。 

 

（同 左） 

（略） （同 左） 


